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 は じ め に 

 

武蔵村山市では、平成１６年度に武蔵村山市特定事業主行動計画を策

定し、職員全体で子育てを支援する職場環境づくりに努め、また、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律の制定を受け、平成２８年

３月に武蔵村山市女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

を策定し、女性職員の活躍の推進に努めてきました。この度、武蔵村山

市第４期特定事業主行動計画は令和６年度を、武蔵村山市第二期女性職

員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画は令和７年度をもって計

画期間が満了することから、仕事と家庭の両立を一層支援し、及び女性

職員の活躍を推進するために「武蔵村山市特定事業主行動計画（令和７

年度～令和１１年度）」を策定しました。 

この行動計画に掲げた施策を着実に推進し、女性職員が安心して子ど

もを産み、育てられ、男性職員が積極的に子育てに関わることのできる

職場環境を醸成していきます。また、女性に対する採用、昇任等の機会

の積極的な提供や、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が

及ぼす影響への配慮、仕事と家庭の円滑かつ継続的な両立を可能にする

ための必要な環境の整備を行っていきます。 

全ての職員がお互いの子育てを支援し合っていくことは、子育てをす

る職員が安心して生き生きと仕事をしていくために重要であると認識

しており、職員が一体となって着実に計画に掲げた取組を実施し、市民

への行政サービスと地域の子育て環境の一層の向上に資するとともに、

女性の活躍の推進を図ることで男女を問わず、共に多様な働き方ができ

る「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の取れた職場環

境づくりを目指します。  

 

 令和８年３月 

 

武 蔵 村 山 市 長 

武 蔵 村 山 市 議 会 議 長 

武 蔵 村 山 市 教 育 委 員 会 

武蔵村山市選挙管理委員会 

武 蔵 村 山 市 代 表 監 査 委 員 

武 蔵 村 山 市 農 業 委 員 会 
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第１ 計画の概要  

１ 目的 

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次

世代法」という。）第７条及び女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」

という。）第７条の規定により国が定める指針等に基づき職員のニ

ーズに即した次世代育成支援策の実施並びに女性職員が個性と能力

を十分に発揮し、活躍できる環境づくりを迅速かつ重点的に進めて

いきます。また、仕事と家庭の両立及び女性職員の活躍をより一層

推進し、全職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、次世代

法並びに女性活躍推進法に規定する特定事業主行動計画を一体的に

策定することとしました。 

 

２ 計画期間  

計画の期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 

 

３ 対象職員  

常勤の一般職員、暫定再任用常時（短時間）勤務職員及び会計年

度任用職員等  

 

４ 計画の推進体制  

 ⑴  本計画の取組状況や目標に対する実績等について毎年公表する

とともに、その結果を踏まえた必要な措置を行っていきます。  

 ⑵  各部局の職員を構成員として設置している武蔵村山市特定事業

主行動計画推進委員会において、必要に応じて推進状況を把握し

ます。 

 

第２ これまでの実績と課題 

 １ 次世代育成支援（次世代法による特定事業主行動計画より） 

  ⑴ 妊娠中及び出産のための制度  

   ア 妊娠及び出産のための制度等の周知  

     妊娠、出産及び育児に関する手続や制度を解説したパンフレ

ット「健やかな成長を願って」を妊娠期、出産期等のステージ

ごとに確認できるよう改訂し、出産予定の職員又は配偶者等が

出産予定の職員に配付しました。  
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イ 配偶者の妊娠・出産に係る休暇の取得促進  

出産休暇及び育児参加休暇の取得対象となった職員に対し、

取得について勧奨するなど、取得率の向上を図りました。 

【当該年度に新たに出産休暇及び育児参加休暇が取得できるよ

うになった職員の取得実績】  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度及び令和６年度に育児参加休暇の取得率が大き

く下がっている要因について聞き取りをしたところ、業務繁忙

が多く挙げられました。引き続き、取得率が向上するよう取組

を実施していきます。 
⑵ 育児休業等を取得しやすい環境の整備 

ア 男性職員の育児休業等取得促進  

【各年度において新たに育児休業が取得可能となった男性職員

の育児休業取得率】 

年  度  取得率  

令和 2 年度  44.4％  

令和 3 年度  70.0％  

令和 4 年度  42.9％  

令和 5 年度  50.0％  

令和 6 年度  60.0％  

5 か年平均  53.5％  

     目標としていた５か年平均１５％以上は大きく超えたものの、

より一層、取得率が向上するよう取組を進めていきます。また、

育児休業を取得できなかった要因について聞き取りをしたとこ

ろ、業務繁忙によるものが多く挙げられました。今後は、適切

な人員配置や育児休業取得の必要性について、職員の理解が深

められるよう積極的な情報発信を行っていきます。  

 

令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  

出  産  

休  暇  

育児参加 

休  暇  

出  産  

休  暇  

育児参加 

休  暇  

出  産  

休  暇  

育児参加 

休  暇  

対象者  9 人  9 人  10 人  10 人  7 人  7 人  

取得者  8 人  5 人  7 人  7 人  5 人  5 人  

取得率  88.9％  55.6％  70.0％  70.0％  71.4％  71.4% 

平均取得日数 1.8 日  5.0 日  3.4 日  1.8 日  1.2 日  1.3 日  

       

 

令和 5 年度  令和 6 年度  

出  産  

休  暇  

育児参加 

休  暇  

出  産  

休  暇  

育児参加 

休  暇  

対象者  8 人  8 人  5 人  5 人  

取得者  5 人  2 人  3 人  1 人  

取得率  62.5％  25.0% 60.0％  20.0％  

平均取得日数 1.8 日  3.8 日  2.0 日  5.0 日  
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   イ 育児休業を取得した際の代替職員の配置  

     職員が育児休業を取得する場合に、必要に応じて正規職員を

配置し、又は職員課予算により会計年度任用職員を雇用するな

ど、代替要員の確保を図りました。  

   ウ 保育園等への送迎を行う職員についての状況に応じた配慮  

     保育園等への子どもの送り迎えを行う職員について、育児部

分休業や時差勤務制度等を用いて、柔軟な対応ができるよう配

慮しました。 

【育児部分休業の承認者数】  

年   度  承認者数  

令和 2 年度  2 人  

令和 3 年度  2 人  

令和 4 年度  2 人  

令和 5 年度  6 人  

令和 6 年度  5 人  

⑶ 時間外勤務の縮減 

   ア 時間外勤務の抑制 

     時間外勤務の多い職場の管理職に対し、ヒアリングを実施す

るとともに、全管理職に対して事務改善、計画的な業務執行等

を徹底し、時間外勤務の縮減を図るよう部課長会議等にて周知

しました。 

    【職員１人当たりの月平均時間外勤務時間数】  

年  度  時  間  

令和 2 年度  12.70 時間  

令和 3 年度  11.90 時間  

令和 4 年度  14.20 時間  

令和 5 年度  15.06 時間  

令和 6 年度  17.05 時間  

5 か年平均  14.18 時間  

  直近３年間は増加傾向にあるため、時間外勤務手当の支出額

を１億円以内とする１億円キャップ制の達成も含めて、時間外

勤務時間の縮減に向けて取組を引き続き実施していきます。  

   イ 時間外勤務代休時間制度の新設  

     １か月の時間外勤務時間が６０時間を超えた場合に、その超

えた時間について代替として休暇を取得できる制度を新設しま

した。 

   ウ 産業医面接指導の活用 

１か月の時間外勤務時間が１００時間以上、２～６か月間の
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時間外勤務時間の平均が８０時間以上の職員について、産業医

との面接を実施し、心身の健康状態の把握及び時間外勤務の要

因の分析を行いました。 

   エ ノー残業デーの実施 

     毎週水曜日並びに１０日、給料日及び３０日をノー残業デー

とし、原則、時間外勤務を行わない日としています。  

  ⑷ 休暇の取得促進 

   ア 計画的な年次休暇の取得促進及び平均取得日数の向上  

    【職員１人当たりの年次休暇平均取得日数】 

   年   度  取得日数  

令和 2 年度  13.00 日  

令和 3 年度  13.50 日  

令和 4 年度  13.50 日  

令和 5 年度  14.58 日  

令和 6 年度  14.07 日  

5 か年平均  13.73 日  

     年次休暇の取得日数は増加傾向にありますが、前回の計画に

おいて目標としていた１５．０日には届いていないことから、

引き続き取得しやすい環境の整備等の取組を行っていきます。  

   イ 子どもの保健事業等及び入学式や卒業式等の式典に参加する

ための休暇の取得促進 

     令和７年４月から子の入学式等の式典等に出席する場合には

子の看護等休暇を活用できるようになりました。また、当該休

暇については、制度改正時に全庁へ通知するとともに庁内向け

のパンフレット（健やかな成長を願って）にも記載をし、周知

に努めました。 

    【子の看護等休暇平均取得日数】 

年   度  取得者数  取得総日数  平均取得日数  

令和 2 年度  31 人  133.00 日  4.29 日  

令和 3 年度  35 人  141.25 日  4.04 日  

令和 4 年度  37 人  114.38 日  3.09 日  

令和 5 年度  57 人  282.25 日  4.95 日  

令和 6 年度  59 人  231.00 日  3.92 日  

5 か年平均  43.8 人  180.38 日  4.06 日  

     令和５年度は、育児休業からの復職者や子育て世代の増加に

より休暇取得者数が増加し、令和６年度においても同水準を保

っています。今後、令和５年度以上の水準を維持できるよう適

切な人員配置などの取組を行っていきます。 
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２ 女性活躍推進（女性活躍推進法に関する特定事業主行動計画より） 

  ⑴ 職員の採用 

   ア 女性職員の採用に向けた取組  

     女性職員数名が職員採用ＰＲ支援チームに参加し、その意見

を取り入れながら広報・ＰＲ活動を行いました。  

    【採用者における女性の割合】  

年度  男性  女性  計  女性割合  

令和 2 年度  7 人  6 人  13 人  46.2％  

令和 3 年度  11 人  11 人  22 人  50.0％  

令和 4 年度  9 人  11 人  20 人  55.0％  

令和 5 年度  13 人  13 人  26 人  50.0％  

令和 6 年度  26 人  7 人  33 人  21.2％  

令和５年度までは女性職員が５０％を占めていましたが、令

和６年度では大きく落ち込みました。直近５年間で当市を受験

する女性が少なくなっていることもあり、採用に至る女性の数

も減少しています。今後、仕事と家庭の両立ができる職場であ

ることや働きやすい職場であることを更に発信していきます。 

イ 女性職員の割合 

【職員における女性の割合（毎年度４月１日時点）】 

年度  男性  女性  計  女性割合  

令和 2 年度  274 人  126 人  400 人  31.5％  

令和 3 年度  270 人  129 人  399 人  32.3％  

令和 4 年度  271 人  130 人  401 人  32.4％  

令和 5 年度  267 人  132 人  399 人  33.1％  

令和 6 年度  273 人  132 人  405 人  32.6％  

    女性の割合は３０％超に留まっており、更なる女性の確保に

向けて、前述のとおり、仕事と家庭の両立ができる職場である

ことなどを発信していきます。  

⑵ 女性管理職の割合向上  

 【管理職における女性の割合】  

区  分  令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

部   

長  

男性  14 人  14 人  14 人  15 人  15 人  

女性  0 人  0 人  1 人  1 人  1 人  

計  14 人  14 人  15 人  16 人  16 人  

女性割合  0.0％  0.0％  6.7% 6.3％  6.3％  

区  分  令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

課   

長  

男性  40 人  41 人  41 人  41 人  39 人  

女性  4 人  5 人  5 人  5 人  6 人  

計  44 人  46 人  46 人  46 人  45 人  

女性割合  9.1％  10.9％  10.9％  10.9％  13.3% 

女性管理職割合 6.9％  8.3％  9.8％  9.7％  11.5% 
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係   

長  

男性  73 人  74 人  75 人  75 人  76 人  

女性  16 人  17 人  18 人  19 人  16 人  

計  89 人  91 人  93 人  94 人  92 人  

女性割合  18.0％  18.7％  19.4％  20.2％  17.4% 

管理職における女性職員の割合は、前回の計画で目標とした１

５％以上に到達していません。また、同じく目標とした係長職に 

おける女性職員の割合は令和６年度に目標値の２０％を超えたも 

のの令和７年度には目標値を下回ることとなりました。 

今後、昇任後であっても仕事と家庭の両立が可能であることな 

どの情報発信を行うとともに女性職員の昇任意欲向上に向けた取 

組を実施していきます。 

  ⑶ 仕事と家庭の両立  

ア 子育て部分休暇制度の新設  

子育て部分休暇を新設するとともに、妊娠・育児に係る休暇

の取得要件を緩和する制度改正を行いました。  

  イ 出産前後の女性職員に対する相談支援  

 出産前の女性職員へ産前産後休暇の取得期間や育児休業の取

得手続及び各種社会保険料の減免制度や給付金受給の案内を行

いました。また、出産後には電話やメール等で各種手続の案内

や復職に向けた調整・相談支援を行いました。  

   ウ 出産休暇及び育児参加休暇の取得促進  

     男性職員が取得できる出産休暇及び育児参加休暇の取得を促

進することで、前回の計画の目標値を達成した年度もありまし

た。しかし、直近２年では未達成であるため継続して達成でき

るよう取組を実施していきます。（ｐ３参照） 

 エ 職員の配置  

子育て中の職員（特に未就学児を持つ職員）に対しては、時

間外勤務が比較的多い部署や土・日曜日に事業がある部署には

配置しないよう配慮をしています。また、人員配置の都合上、

子育て中の職員をこうした部署へ配置せざるを得ない場合は、

当該部署の所属長に当該職員へ配慮をしてもらうよう依頼をし

ています。  

  ⑷ 職員の育成、登用及び配置  

これまで女性の配置が少なかった部署など、多様なポストへの

女性の積極的な配置を行いました。 

また、管理職を目指すには主任試験が必須となっていますが、
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現在、主任試験受験率が低下していることから昇任意欲向上のた

めに、昇任後のキャリア形成支援などの取組を実施していきます。 

  ⑸ ハラスメント対策の整備 

 職員課に各種ハラスメントに対する窓口を設置し、相談に関し

ては、個人のプライバシーに配慮するものとし、面談だけでなく、

電話やメールでも受け付けることとしています。  
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第３ 数値目標 

  計画策定時の状況を踏まえ、具体的な数値目標を設定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標３   令和１１年度までに、管理職にある職員に占める女性

割合を１５％以上とし、係長職にある職員に占める女性

割合を２０％以上にする。  

 

目標４   令和１１年度までに、新たに育児休業（２週間以上）

を取得する男性職員の割合を８５％以上にする。  

数  値  目  標  

目標５   令和１１年度までに、制度の活用が可能な男性職員に

おける出産休暇の取得割合を７５％以上に、育児参加休

暇の取得割合を５０％以上にする。  

 

目標１   令和１１年度までに、職員１人当たりの年次休暇平均

取得日数を１５．０日以上にする。  

 

目標２   令和１１年度までに、職員１人当たりの月平均時間外

勤務時間数を１２．０時間以下にする。  
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第４ 目標達成に向けた各種取組 

 １ 妊娠中及び出産のための制度に関する取組  

  ⑴ 妊娠及び出産のための制度等の周知 

    妊娠、出産及び育児に関する手続や制度を解説したパンフレッ

ト「健やかな成長を願って」を出産予定の職員又は配偶者等が出

産予定の職員へ引き続き配付するとともに当該職員の所属長に対

し、休暇の取得について積極的に認めてもらうよう理解を求めて

いきます。  

    また、若手職員へ向けて、将来を見据えたキャリア形成のため

に制度の周知や実際にあった事例の紹介などを行っていきます。  

  ⑵ 妊娠中の女性職員に対する健康や安全への配慮  

    妊娠中の女性職員に対しては、原則時間外勤務を命じないなど、

健康や安全に配慮します。  

  ⑶ 配偶者等の妊娠・出産に係る休暇の取得促進  

    配偶者等の妊娠・出産に伴い職員が取得できる出産休暇や育児

参加休暇について年次休暇と併せた取得促進を図ります。  

 

２ 育児休業等を取得しやすい環境の整備  

  ⑴ 男性職員の育児休業等取得促進  

    配偶者等の妊娠及び出産を申し出た男性職員に対し、育児休業

等の取得を促していきます。  

また、男性が主体的に育児及び家事に取り組む必要性を説明す

ることで、その取得率の向上及び育児参加への意識の醸成を図っ

ていくとともに、育児休業及び育児に係る休暇をまとまった期間

で取得しやすくするために職場環境の醸成を図っていきます。 

  ⑵ 復職時の円滑な職場復帰支援  

    育児休業により長期間職務から離れていた職員が、休業前の仕

事への意欲を保ちつつ、安心してスムーズに復帰できるようにす

るためのコミュニケーションの場として、所属長又は職員課長と

の復帰面談を推進するとともに、受け入れる側の職員から理解と

協力が得られるような職場環境の醸成を図っていきます。 

  ⑶ １年以上の育児休業を取得する職員の配置及び代替要員の確保  

    １年以上の育児休業を取得する職員については、職員課付とす

ることで定数外扱いとし、その職員に替わって正規職員を配置し

ます。また、正規職員が配置されるまでの間は、臨時の会計年度

任用職員の活用等により適切な代替要員の確保を図ります。  
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  ⑷ 保育園等への送迎を行う職員についての状況に応じた配慮  

    育児部分休業、育児時間及び時差勤務制度等の各種制度に関す

る情報発信を行うとともに当該制度の説明と手続の案内を行い、

制度の活用につなげていきます。  

  ⑸ 育児短時間勤務制度の確立に向けた検討 

    令和１１年度までの育児短時間勤務制度確立に向けて検討を進

めていきます。 

      

 ３ 時間外勤務の縮減 

  ⑴ 時間外勤務の抑制 

    時間外勤務時間増加の要因を分析し、適切な人員配置を行い、

業務の平準化を推進します。  

  ⑵ 産業医面接指導の実施 

    １か月の時間外勤務時間が１００時間以上、２～６か月間の時

間外勤務時間の平均が８０時間以上の職員について、産業医との

面接を実施し、心身の健康状態の把握及び時間外勤務の要因の分

析を引き続き行っていきます。  

⑶ ノー残業デーの徹底 

    ノー残業デーの趣旨を改めて周知し、当該日における定時退庁

を促していきます。 

  ⑷ 各所属における時間外勤務時間の管理  

    庶務事務システムにより、各所属長が所属職員の時間外勤務時

間を容易に確認できるようになったことから、時間外勤務時間が

一定時間を超過しないよう適切に管理します。 

  

 ４ 休暇の取得促進  

  ⑴ 年次休暇の取得促進  

    職員ごとの業務負担を平準化することで年次休暇を取得しやす

い環境を作っていきます。また、休日、夏期休暇、永年勤続休暇

等と組み合わせて長期で取得できるような職場環境の醸成を図っ

ていきます。 

  ⑵ 子の看護等休暇や育児参加休暇の取得促進  

    子どもの看護や保健事業への参加、式典への出席の際に取得で

きる子の看護等休暇及び育児に参加する際に取得する育児参加休

暇について庁内向けのパンフレット（健やかな成長を願って）に

より取得を促進していきます。  
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  ⑶ 介護に関する制度の周知 

    介護に関する休暇制度や手当金制度についてまとめた資料を作

成し、情報を発信していきます。  

 

５ 職員の採用、配属及び昇任 

 ⑴ 女性職員の採用 

   女性職員の採用者数の増加に当たっては、女性の受験者を増加

させる必要があります。そのために、女性が働きやすい職場であ

り、仕事と家庭の両立が可能であることを発信し、女性職員の採

用につなげていきます。 

 ⑵ 女性係長職及び管理職の割合向上  

   女性係長職及び管理職の割合を向上させるため、昇任後であっ

ても仕事と家庭の両立が可能であることなどを発信するとともに、

職場全体で子育てをする職員を支える意識を醸成し、女性の昇任

意欲向上を促進します。 

 

６ 仕事と家庭の両立 

  ⑴ 育児のためのテレワーク及び時差勤務制度の活用  

育児をするために活用できるテレワークや時差勤務制度の活用

促進をします。 

  ⑵ 女性職員の配置 

    子育て中の職員（特に未就学児を持つ職員）に対しては、時間

外勤務が比較的多い部署や通常、週休日である日に事業があるよ

うな部署には配置しないよう引き続き配慮していきます。なお、

人員配置の都合上、こうした子育て中の職員を時間外勤務が比較

的多い部署へ配置せざるを得ない場合は、当該部署の所属長に当

該職員へ配慮をしてもらうよう依頼をします。  

  ⑶ 仕事と家庭の両立支援に向けた面談 

    自身や配偶者が出産を控えている全ての職員や介護休暇を取得

する職員が所属長と面談を行い、制度活用等の意思を伝え、計画

的な休暇の取得を図るために「仕事と家庭の両立支援シート」の

導入を検討します。 

 

 ７ ハラスメント対策の整備 

   実際にハラスメントの被害を受けた場合に限らず、ハラスメント

に該当するかどうか不明な場合も相談を受け付けるものとし、相談

しやすい体制を整えていきます。  
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 ８ 女性の健康上の特性に係る取組  

   女性が自らの個性と能力を十分に発揮できるよう、女性の健康上

の特性への理解を深める必要があることから、職員課において各所

属や女性が相談しやすい体制づくり及び女性の健康上の特性を要因

とした休暇制度が取得しやすくなるような制度改正について検討を

していきます。 
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＜資料１＞  

  ○武蔵村山市特定事業主行動計画策定委員会設置要綱  

 

令和８年武蔵村山市  

訓令（乙）第  １  号  

 （設置）  

第１条  次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１９条第１

項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６

４号）第１９条第１項の規定により策定する武蔵村山市特定事業主行動計画

（以下「計画」という。）を合理的かつ円滑に策定するため、武蔵村山市特定

事業主行動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条  委員会は、計画の原案を策定し、市長に報告する。  

（組織）  

第３条  委員会は、委員１０人で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

 ⑴  総務部職員課長の職にある者  

 ⑵  協働推進部協働推進課長の職にある者  

 ⑶  子ども家庭部子ども政策課長の職にある者  

 ⑷  総務部職員課、教育部教育指導課、議会事務局、選挙管理委員会事務局及

び監査事務局の職員のうち、それぞれの所属長が指名する者  

 ⑸  育児休業をした職員のうち、総務部職員課長が指名する者  

 ⑹  武蔵村山市職員組合に加入する職員のうち、当該組合が推薦する者  

 （委員長及び副委員長）  

第４条  委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。  

２  委員長は総務部職員課長の職にある委員を、副委員長は子ども家庭部子ども

政策課長の職にある委員をもって充てる。  

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。  

 （会議）  

第５条  委員会の会議は、委員長が招集する。  

２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  

３  委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。  

 （任期）  

第６条  委員の任期は、第２条の規定による報告をもって満了する。  

 （庶務）  

第７条  委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。  

 （委任）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。  

   附  則  

 この要綱は、令和８年１月１６日から施行する。



  

- 16 - 

 

＜資料２＞  

 

武蔵村山市特定事業主行動計画策定委員会委員名簿  

 

 

所   属 氏  名 役   職  

総務部職員課  外園  元紀  委 員 長 

子ども家庭部子ども政策課 加藤  幸代  副委員長  

総務部総務契約課 澤田  知美  委   員  

総務部職員課  深須  麻美子  委   員  

協働推進部協働推進課 田村  一晴  委   員  

健康福祉部高齢福祉課 三浦  元太郎  委   員  

議会事務局  阿部  詩織  委   員  

教育部教育指導課 二階堂 好恵  委   員  

選挙管理委員会事務局 樋口  雅裕  委   員  

監査事務局 北條  浩之  委   員  
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＜資料３＞ 

 

 

武蔵村山市特定事業主行動計画策定委員会検討経過  

 

回  数  開催年月日  議  題  

第１回  
令和８年２月１０日  

（書面開催）  
計画案の確認について  

第２回  令和８年３月９日  
⑴  計画案の策定について  

⑵  その他  
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